
 

 

外出禁止令の発令（西部州内一部地域） 

 

2022年 7月 8日 

在スリランカ日本国大使館 

 

●スリランカ政府は、本日８日（金）午後９時から追って通知があるまでの間、以下の地域に外出

禁止令を発令しました。 

〇ネゴンボ警察管区 

〇ケラニア警察管区 

〇ヌゲゴダ警察管区 

〇マウント・ラビニア警察管区 

〇コロンボ・ノース警察管区 

〇コロンボ・サウス警察管区 

〇コロンボ・セントラル警察管区 

 

●外出禁止となる場所、期間については、今後変更される可能性もありますので、スリランカ政

府が発表する最新の情報にご注意ください。 

 

 

○問い合わせ先 

在スリランカ日本国大使館 

電話：（国番号９４）１１－２６９－３８３１ 

住所：3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, 

 No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 


